
四十二 第５６条の４《電子計算機買戻損失準備金》関係

改 正 後 改 正 前

第５６条の４《電子計算機買戻損失準備金》関係 （新 設）

（海外投資等損失準備金の取扱い等の準用） （新 設）

５６の４−１ 電子計算機買戻損失準備金の積立額の損金算入等については、55

−17、55−18及び55の５−１の取扱いに準じて取り扱うものとする。

四十三 第５７条《プログラム等準備金》関係

改 正 後 改 正 前

（契約書の範囲） （契約書の範囲）

５７−４ 措置法令第33条第15項第１号に規定する「統合情報処理システムサー ５７−４ 措置法令第33条第14項第１号に規定する「統合情報処理システムサー

ビス……に係る情報処理システムの欠陥…………………補修すべき旨の定め ビスに係る情報システムの欠陥…………………補修すべき旨の定めのある契

がある契約………………… 約…………………

（対価の額が３，０００万円以上であるかどうかの判定） （対価の額が３，０００万円以上であるかどうかの判定）

５７−５ 措置法令第33条第15項第２号………………… ５７−５ 措置法令第33条第14項第２号…………………

（割戻しがある場合の収入金額） （割戻しがある場合の収入金額）

５７−６ …………………………… ５７−６ ……………………………

…………………措置法令第33条第３項、第６項、第10項、第12項及び第16項 …………………措置法令第33条第３項、第６項、第10項、第12項及び第15項

………………… …………………



改 正 後 改 正 前

（適格合併等により引継ぎを受けたプログラム等準備金の均分取崩し） （適格合併等により引継ぎを受けたプログラム等準備金の均分取崩し）

５７−７ …………………プログラム等準備金（連結事業年度において積み立て ５７−７ …………………プログラム等準備金の措置法第57条第２項の規定によ

たプログラム等準備金を含む。以下同じ。)の措置法第57条第２項の規定によ る均分取崩し…………………

る均分取崩し…………………

（海外投資等損失準備金の取扱い等の準用） （新 設）

５７−８ プログラム等準備金の積立額の損金算入等については、55−17、55−

18及び55の５−１の取扱いに準じて取り扱うものとする。

四十四 第５７条の２《日本国際博覧会出展準備金》関係

改 正 後 改 正 前

第５７条の２《日本国際博覧会出展準備金》関係 （新 設）

（共同出展法人の積立限度額の計算） （新 設）

５７の２−１ 他の法人と共同して財団法人2005年日本国際博覧会協会（以下

「協会」という。)との間に直接又は間接に日本国際博覧会への出展参加契約

を締結した法人（以下「共同出展法人」という。)が日本国際博覧会出展準備

金を積み立てる場合の措置法令第33条の２第３項に規定する「その出展をす

る法人に係るもの」は、2005年日本国際博覧会出展参加契約書に添付される

計画書に定める「出展に要する費用の分担割合」（集合館出展の場合は「各

参加者の占有展示面積割合」。以下「分担割合等」という。)によって計算し

た金額をいうものとする。



（分担割合等に異動が生じた場合の積立限度額の計算） （新 設）

５７の２−２ 協会との協議に基づく計画書の修正により共同出展法人の分担割

合等が増加し、又は減少することとなった場合には、その増加し、又は減少

することとなった日以後に終了する各事業年度の日本国際博覧会出展準備金

の積立限度額は、その異動後の分担割合等によって計算するものとする。

（敷地面積に異動が生じた場合の積立限度額の計算） （新 設）

５７の２−３ 協会から引渡しを受けた敷地（集合館出展における展示館の建築

面積に相当する敷地を含む。以下57の２−３において同じ。)の面積が当初の

出展参加契約に定められていた敷地面積と異なることとなった場合には、そ

の引渡しを受けた日以後に終了する各事業年度の日本国際博覧会出展準備金

の積立限度額は、その引渡しを受けた敷地の面積を基礎として計算するもの

とする。

（日本国際博覧会出展準備金の取崩しの対象となる出展費用等の額の範囲） （新 設）

５７の２−４ 措置法第57条の２第２項の規定により日本国際博覧会出展準備金

（連結事業年度において積み立てた日本国際博覧会出展準備金を含む。以下

同じ。)の取崩しの対象となる「出展費用等の額」とは、次の⑴に掲げるよう

な出展費用等の額をいい、⑵に掲げるような費用の額はこれに該当しないこ

とに留意する。

⑴ 取崩しの対象となる出展費用等の額

イ 出展参加契約に基づき敷地を賃借するための費用の額

ロ 措置法第57条の２第１項（同法第68条の52第１項を含む。)に規定する

費用の対象となった資産（以下「対象資産」という。)について償却をし

た場合のその償却費の額（対象資産を賃借した場合の賃借料の額を含

む。)



改 正 後 改 正 前

ハ 対象資産の撤去に伴い生じた除却損、撤去費用及び原状復旧費の額

ニ 対象資産を地方公共団体に寄附した場合のその寄附金の額

ホ 対象資産が災害等により滅失し、又は損壊したことにより生じた損失

の額（保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)

⑵ 取崩しの対象とならない費用の額

イ 出展に関し支出した広告宣伝費、旅費、会議費又は参加団体の共同事

務局に係る運営費（博覧会の会場内で催される諸行事の運営費を含む。)

ロ 展示館（その附属設備を含む。)、庭園、出展物、展示場所等の維持管

理費（修繕費を含む。)

（敷地等の利用料の取扱い） （新 設）

５７の２−５ 出展参加法人が出展参加契約に基づき協会から賃借する敷地又は

集合館出展における展示館（以下57の２−５において「敷地等」という。)の

使用料については、当該敷地等の引渡しがあった日以後に終了する各事業年

度においてその引渡しのあった日以後閉会日までの期間の経過に応じて損金

の額に算入する。ただし、当該法人が当該使用料の全部を当該敷地等を返還

する日まで仮払金として経理し、当該返還する日を含む事業年度（その事業

年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）において損金

の額に算入することとしているときは、これを認める。

（海外投資等損失準備金の取扱い等の準用） （新 設）

５７の２−６ 日本国際博覧会出展準備金の積立額の損金算入等については、55

−17、55−18及び55の５−１の取扱いに準じて取り扱うものとする。


